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は じ め に  

「新渡波西地区」は、災害危険区域等にお住まいの皆様方に対し、移転してい

ただくための宅地供給を目的とした土地区画整理事業により、周辺環境と調和

したまちづくりを進めています。 

このような中、地区計画を導入することにより、低層住宅を主体とした地区

の形成を誘導し、美しいまちなみ、安全・安心、環境との共生が充足される良

好な居住環境の形成を目標としています。 

 

 

地区計画とは 

建築物を建築する場合等には、都市計画法や建築基準法により一定の基準が

定められていますが、本地区の目標とするまちづくりを実現するため、本地区

では、地区計画制度によりまちづくりのルールを定め、良好な居住環境と美し

いまちなみを形成・保持していくこととしています。 

このガイドは、本地区の地区計画の内容を説明したものです。今後建築をさ

れる場合、あるいは垣又はさくを設置する場合等にご活用いただければ幸いで

す。 

  

～この制度の趣旨を十分ご理解のうえ、住みよい、愛着のもてるまちづくり

のためにご協力をお願いいたします。～ 
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手続きの流れ 

新渡波西地区では、建物の新築、増改築を行う前に次のような手続きが必要です。 

 

届け出が必要な行為 

 ①建物の新築・建替・増改築 

 ②門・塀・車庫・物置等の設置(かき・さくの建造も含む) 

 ③よう壁等の工作物の新設・改造 

 ④土地の区画形質の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①届け出期間：工事着手の３０日前まで 

 ②届け出窓口：石巻市建設部都市計画課 

(届け出用紙は窓口および石巻市ホームページより入手できます。) 

 ③お問い合わせ先：０２２５－９５－１１１１ 内線５６３４ 

 ※工事は適合通知書を得てから着手してください。 

手続きの流れ 
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決定年月日 平成２７年 ２月２０日 石巻市告示 ３９号 

変更年月日 平成２７年 ８月１４日 石巻市告示３０５号 

変更年月日 平成２７年１１月２５日 石巻市告示４１４号 
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地区計画区域図 
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務

地
区

に
つ

い
て

は
、

店
舗

そ
の

他
の

業
務

を
営

む
為

に
駐

車
場

を
設

置
す

る
場

合
は

、
周

辺
地

区
へ

の
遮

光
に

配
慮

し
た

屏
等

を
設

置
す

る
も

の
と

す
る

。

①
　

建
築

物
な

ど
の

形
態

又
は

意
匠

及
び

色
彩

に
つ

い
て

は
、

周
囲

の
自

然
環

境
や

景
観

に
調

和
し

た
も

の
と

す
る

。
②

　
屋

外
広

告
物

は
、

美
観

、
風

致
を

良
好

に
保

つ
も

の
と

す
る

。

1
8
5
㎡

（
た

だ
し

、
巡

査
派

出
所

、
公

衆
電

話
所

等
公

益
上

必
要

な
も

の
を

除
く

。
）

～
　
５
　
～
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